
 「杉戸町の税金は高い！」「いやいや、杉戸町の税金は安いよ！」という声を聞きます。 

果たして杉戸町の税金は高いのか、安いのか。今回は杉戸町の「税」にスポットをあてます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、税の種類を考えてみましょう。税の種類には、大きく分けると、次の 2つに分かれます。 

 ① 国税 … 国に納める税 

 ② 地方税 … 都道府県や市町村に納める税 

 市町村の主な収入になる地方税（個人）は、主に次の 5つに分かれます。 

１ 町民税 … １月１日時点に住んでいる自治体に払う。 

2 固定資産税 … 土地や建物を所有する人に課せられる。 

3 軽自動車税 … 軽自動車を所有する人に課せられる。 

4 町たばこ税 … たばこに課する税。 

5 都市計画税 … 市街地に所在する土地・建物に市町村単位で課税する。 

地方税についてみてみます。 

まず、1 町民税 についてみてみます。 

 町民税には次の 2種類があります。 

・ 個人町民税 … 個人に対して課税します。 

・ 法人町民税 … 町内にある法人（会社）に対して課税します。 
 

 

個人町民税とは、次の 2つの合算となっています。 

① 均等割 … 所得の多い方も少ない方も同じ金額を負担します。（非課税者除く） 

② 所得割 … その方の所得金額に応じて負担します。 
    裏面に続く 

 

中でもみなさんの生活に関わる個人町民税についてみてみます。 
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杉戸町の税金は高いのか？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の均等割は埼玉県内一律で年 5,000円です。（内訳：町民税 3,500円、県民税 1,500円） 

    （埼玉県は均等割額も最安！） 
横浜市 6,200円（市民税 4,400円、県民税 1,800円）、名古屋市 5,300円（市民税 3,300円、県民税 2,000円）、

それ以外のほとんどすべての市区町村が 5,000円となっています。 

     ※1 東日本大震災の復興支援やそれに基づく防災のための施策の財源確保のため、 

      平成 26年度から令和 5年度まで 1,000円の増額となっています。 

 ※2 令和 6年度から、※1に代わり森林環境税として年 1,000円が国税として課税されます。 

②の所得割の計算式は、 

 （ 所得金額  －  所得控除額 ） × 税率 － 税額控除額   です。 

 

 

          この税率は、全国一律なので、杉戸町の税率が高いとは言えません。 

 

 

         

 

 

 計算式は、  課税標準額 × 標準税率 です。 

 

※ 課税標準額が一定、土地（30万円）、家屋（20万円）に満たない場合は固定資産税は課税されません。 

3年ごとに評価替え（固定資産評価額の査定）を行います。 

固定資産税は、土地や建物がどこにあるのかによっては税率が変わりません。 
 例えば、課税標準額が 3,000万円の場合、杉戸町にあっても、宮代町にあっても、また、春日部市にあっても

同じ税率（1.4％）なので同じ税額がかかります。（一部自治体では超過税率（1.4％超）を適用しています）      

⇒ 杉戸町の固定資産税が高いというわけではありません！ 

建物…課税標準額＝固定資産評価額  土地（住宅用敷地）…課税標準額＝固定資産評価額×1／6 （もしくは 1／3） （住宅用地特例） 

これらの税は、条例が徴税の根拠となりますが、法律で定められているため、税率、税額は全国均一です。 

そのため、杉戸町の税金が高いというわけではありません！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

(参考) 軽自動車税 

  今年度 4月 1日以降に 

新規登録される軽自動車は、 

 年 10,800円（自家用乗用車）となります。 

(参考) 町たばこ税 

 たばこ 1箱（580円の場合）あたり、 

 国 136.04円、都道府県 21.4円 

 町へは 131.04円（22.6％）が納められます。 

  

  都市計画税 とは、市街化区域内にある土地家屋に対して 課税する ものですが、 

杉戸町では徴収していない ため、周辺市町と比べて杉戸町の税金は安い  ということになります。 
※ 周辺では、久喜市・春日部市・越谷市・宮代町…0.2％、白岡市…0.1％で課しています。 

基礎控除や社会保険料控除など 10％（うち 6％が町、4％が県へ） 住宅ローン控除や配当控除など 

次に、2 固定資産税 についてです。 

最後に、5 都市計画税 についてです。 

続いて、3 軽自動車税と 4町たばこ税 についてです。 

この他、生活するうえでは、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保健税や水道料金なども加味されますが、

杉戸町の税金は安い！ということになります！ 
結論！ 


